
福島市告示第３７号 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可した向鎌田

町内会（平成２５年３月１８日告示第４６号）から、同条第１１項の規定による届出（告示され

た事項に変更があった旨の届出）があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

                                                                         

令和８年２月１３日 

                                                   

                                福島市長 馬場 雄基 

 

 

  １ 区域 

 この会は福島市本内、岡島、鎌田(向鎌田)のうち、次の区域に住所を有する者をもって、

構成する。  

本内字東慶二、岡島字荒小屋、岡島字菖蒲田、鎌田字愛宕前、鎌田字阿良久、  

鎌田字大畑、鎌田字庚塚、鎌田字熊野、鎌田字新割、鎌田字月ノ輪、鎌田字月ノ輪山、  

鎌田字天神平、鎌田字天神平山、鎌田字仲森山、鎌田字沼前、鎌田字早津小屋、  

鎌田字船前、鎌田字古川 


